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第3秘密の管理富（概要）∴、 対外非公表

事・務　局　案

厳　重　な　管　理　に　よ　る　保　全

1 秘密の指定

2　人的管理
（1）．取扱者の限定（適格性確認制度）
（2）管理責任体制
（3）研修

3　物的管理

○　ライフサイクル※の各段階における管理
※　特別秘密が作成・取得又は伝達されてから保管・利用等を経て廃棄又は

○　電子計算機の取扱い等の管理

○　検査

1



第3繭の奮理②人的壷壷適格正義認制度①） 対外非公表

事務局　案　　　　　　やノ

1特別秘密を取り扱わせる者の限定

している者と確認された考が　　　＝）○　特別秘密を取り扱わせるに足る信用性・億

業務遂行のために知る必要のある場合にのみ特定の特別秘密を取り扱わせることを
基本とすべき。

①我が国における適格性確認の現状と課題

≪現状≫
特別管理秘密※の取扱者に係る適格性確認制度を実施

（平成21年4月～）

〔

「カウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針」（平成19年

8月カウンターインテリジェンス推進会議決定）による。

≪課題≫
・対象者が国の行政機関の職員のみであり（法的位置付けは
ない）、同様に特別秘密を取り扱わせる民間事業者等の職員
が含まれていないこと。

・適格性確認の実施権者が、確認の判断材料となる情報を
公務所その他の公私の団体に照会する権限が明定されて
いないこと。　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

適格性確認

②諸外国（米、英、独、仏）の例

○　国にとって重大な秘密を保全する制度の必要不可欠な
一部として適格性確認制度を導入・運用

≪共通点≫

・制度の内容が法令等によって明らかにされていること。

・国の行政機関から事業委託を受ける民間事業者等の職員も
対象としていること。

・情報収集・裏付けのため公務所その他の公私の団体に対して
渡航履歴等の照会を行っていること。

・結果を本人に通知していること。

・収集された個人情報を厳格に保護することとしていること。等

⇒秘密保全制度の整備に当たっては・適格性確認を準制度上明らかに位置付けることが以下の点から重要
・特別秘密の保全の実効性を向上させること。
・適格性確認を含む秘密保全制度への国民の理解を得ること。
・我が国の秘密保全体制に対する国内外からの信用・信頼を維持・向上させること。

∴論一盲‥　ミ
融＿】　－　＿、＿　¶　【√＿　威避

○　秘密保全制度の整備に当たって適格性確認制度を
法制度上明らかに位置付けることの当否

※　各行政機関が保有する国の安全、外交上の秘密その他の国の
重大な利益に関する事項であって、公になっていないもののうち、

特に秘匿することが必要なものとして当該機関の長が指定したもの　2
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第3　秘密の管理②人的管理（適格性確認制度②） 対外非公表

事　務　局　案
柳腰f半ケ和隠丹漉婚疲ト　ム

特別秘密の取扱いが当然に
想定される行政機関等・
民間事業者等※1

○特別秘密を作成■取得する行政機関□等で特別秘密を取り扱う者

○　作成・取得の目的に照らし伝達される

諾悪霊認諾業者等で　□

特別秘密の作成・取得の
目的に照らし、特別秘密の
取扱いが本来は想定されて
いない行政機関等

○　その事務の遂行のために必要性が

認められて特別秘密の伝達を受け、［∃取り扱う者

特別秘密を取り扱うことが事前に予測されておらず
かつ、緊急に当該秘密を取り扱わなければ事務の
遂行に著しく支障を来す者※2

≪特別秘密の保護が損なわれないために以下を実施≫

0　適格性確認以外の人的管理（P7参照）
○　特別秘密の保管・利用等における物的管理（同上）
○　適格性が疑われるようなことがない旨の誓約霊を提
させる（例）

適格性確認
を実施

＊　行政機関の長等は、適格性の確認を実施中
である者に、速やかに特別秘密を取り扱わせな
ければならないと認められる十分な理由がある
場合には、正規の方法に準じて暫定的に適格性
を確認の上、一定期間に限り、例外的に特別秘
密を取り扱わせることができることとする。
なお、一定期間を超えた場合には、正規の適格
性確認なしに当該者に特別秘密を取り扱わせる
ことはできない。

≪継続して特別秘密を取り′扱わせる場合≫

ま　＝＝＝‾　　㌔認諾莞讐詰
〇　一定期間内に適格性確認を実施

一一一一一■－●●■■■－■一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一t一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一t■－■■－■●●

○我が国の行政権が属する内閣を組織する内閣総理大臣及び国務大臣は適格性確認の対象外
（その他の特別な任命の要件・手続が採用されている職については、個別に判断）

論　点

○　対象者の範囲及び考え方の当否
○　正規の適格性確認の例外の場合における
特別秘密の保全の在り方

※1「民間事業者等」には、国の行政機関から委託を受けた
者のほか、下請けの事業者も含まれる。
※2該当し得る行政機関の事務については、個別に検討していく。
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第3痴面あ垂理②人的管理（遍遍在義認制度③） 対外非公表 取扱注意

事　務　局　案

国の行政機関 D 各行政機関の長 ○それぞれ任務・所等事務に基つき事務を処理t執行
○各行政機関の長の判断に一貫性が確保されるよう
調査の事項、方法等について共通化が必要
○　主務大臣の関与の下で事務・事業を実施

独立行政法人等 ♭ 主務大臣 F器 豊 吉諾誤認 誤認る〕

都道府県警察 ♭ 警視総監又は警察本部長※ ○都道府県警察は、国家的性格を有する警察事務を所掌

民間事業者等 ♭ 委託した国の行政機関の長 ○委託した国の行政機関側の必要性に基づいた
秘密の取扱い

論，点
．＿　＿j細紬、ぶ　】＿一鼓庵癒詭袈盈

※警察以外の地方公共団体を本法制の対象とする場合における実施権者については別途検討

○　考え方の当否　　　　○　各実施権者の当否
（特に独立行政法人等、都道府県警察、民間事業者等） 4
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第3　秘密の管理②人的管理（適格性確認制度④） 対外非公表 取扱注意

事　務　局　案

4　評価の観点及び調査事項

評価の観点

我が国の不利益と
なる行動をしないこと

諜報活動に
取り込まれる
弱点がないこと

調査事項（例）

自己管理能力が
あること又は自己を
統制できない状態に

陥らないこと

対日有害活動その他これに
類する活動への関与

外国への渡航履歴

本人・配偶者等の
人物特定事項

懲戒処分歴等

犯 歴

金銭問題

アルコール依存

薬物の濫用等

精神状態
情報の不適切な取扱い
特異な言動

ルールを遵守する
意思及び能力が

あること

情報を保全する
意思及び能力が

あること

○　必要な調査事項の明示

○　評価の基準は明示せず

適格性を確認

適格性を否定

制度の透明性を高め、国民の理解を得るため

秘密保全上のリスクを回避するため

（対抗措置を取られる機会を与えるおそれ）

論　点

○　評価の観点の当否
○　調査事項の検討の方向性
○　評価の観点・調査事項を明示し、評価基準を明示しないことの当否
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